
船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年１月２０日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

     

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年４月１５日 ２１時１５分ごろ 

発生場所 愛知県東海市名古屋港東海元浜ふ
・

頭北岸沖 

（概位 北緯３５°０２.７′ 東経１３６°５２.６′） 

事故調査の経過 平成２２年５月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

 事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

Ａ 貨物船 神
しん

海
かい

丸、４９９トン 

  １３４２８１、神鋼物流株式会社 

   ７６.２３ｍ×１２.００ｍ×７.０１ｍ、鋼 

  ディーゼル機関、１,３２３.９kＷ、平成１０年１２月１９日 

Ｂ 貨物船 第三十一三
さん

晃
こう

丸、４９８トン 

１４０２７０、三晃海運有限会社 

７４.９９ｍ×１１.８０ｍ×７.５０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成１７年１２月８日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５５歳 

   三級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成８年８月２１日 

免 状 交 付 年 月 日 平成１７年１２月１６日 

免状有効期間満了日 平成２３年８月２０日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ２８歳 

   四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成１７年９月２８日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２２年３月１日 

免状有効期間満了日 平成２７年９月２７日 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 船首左舷外板及び球状船首に凹損及び亀裂 

Ｂ 船首材及び球状船首に凹損及び亀裂 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、船長Ａが単独で船橋当直につき、

平成２２年４月１５日２１時０５分ごろ、名古屋港東海元浜 ふ
・

頭（以下

「元浜ふ
・

頭」という。）北側のＦ４岸壁を離岸し、名古屋港北航路へ向け速

力約２ノット（kn）で西北西進した。 

船長Ａは、左舷船首にＢ船のマスト灯及び右げん灯を認め、Ｂ船は元浜

ふ
・

頭の北側に向かう船であり、Ａ船とは互いに左舷を対して通過するもの
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 と思い、汽笛による操船信号の代わりに探照灯でせん光１回をＢ船に向け

て照射し、約１０°右転した。 

船長Ａは、Ｂ船が針路及び速力を変えずに接近してきたので、機関を全

速後進にかけたが、２１時１５分ごろ、Ａ船の船首部とＢ船の船首部が衝

突した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか４人が乗り組み、船長Ｂが単独で船橋当直につき、

元浜ふ
・

頭Ｆ４岸壁に左舷着けするため、名古屋港北航路を東北東進し、元

浜ふ
・

頭北西端を右舷に見て通過したあと、針路を約０７８°（真方位）に

転じ、速力約４knで航行中、船長Ｂは、元浜ふ頭Ｆ４岸壁を離岸するＡ船

のマスト灯及び左げん灯を認め、大型船などが着岸している元浜ふ
・

頭北岸

に接近したくないとの思いもあり、Ａ船の灯火からＢ船と互いに右舷を対

して通過できるものと思った。 

船長Ｂは、Ａ船の右舷側を通過する意思を伝えようと汽笛で短音を２回

吹鳴し、そのときＡ船がせん光１回を発し、右転したのを認めたが、その

Ａ船の動きが理解できず、そのままの針路及び速力で航行し、さらにＡ船

と接近したので、機関を全速後進に操作したが、後進が間に合わず、Ａ船

と衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北西、風速 約３.１m/s、視程 約２０km 

海象：潮汐 下げ潮の中央期  

 その他の事項 船長Ａは、ふだん、港内で他船とすれ違う場合、互いに左舷を対して通

過するのが常であった。 

船長Ｂは、平成２２年３月２１日、一等航海士兼船長としてＢ船に乗船

し、船長として入港するのは今回が初めてであった。 

両船長は、すれ違い方法についてＶＨＦで連絡を取り合っていなかっ

た。 

元浜ふ
・

頭Ｆ４岸壁から同ふ頭西端までの距離は、約１,４００ｍ、同ふ
・

頭

対岸の岸壁までの距離（可航幅）は約４００ｍであった。 

分析 乗組員等の関与 あり 

船体・機関等の関与 なし 

気象・海象の関与 なし 

判明した事項の解析 ふ
・

 Ａ船は、名古屋港において、元浜 頭Ｆ４岸壁

を離岸して西北西進中、船長Ａは、ふだん、港内

で他船とすれ違うときと同じように、接近するＢ

船と互いに左舷を対して通過しようとして、汽笛

による操船信号の代わりに探照灯でせん光１回を

Ｂ船に向けて照射し、右に約１０°変針したもの

と考えられる。 

Ｂ船は、元浜ふ
・

頭Ｆ４岸壁に向けて東北東進

中、船長Ｂは、大型船などが着岸している元浜ふ
・

頭北岸に接近したくないとの気持ちがあったこと

から、接近するＡ船とは互いに右舷を対して通過

できるものと思い込み、Ａ船がせん光１回を発し

て右転したのを認めたが、Ａ船の動きが理解でき

ず、針路及び速力を保持して航行したものと考え

られる。 
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  船長Ｂは、代理船長として初めての入港操船で

あったことから、港内での出航船との通過につい

て慣れていなかった可能性があると考えられる。 

船長Ａ及び船長Ｂは、両船の通過方法について

ＶＨＦで連絡を取り合っていれば、本事故を回避

できた可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、夜間、名古屋港において、Ａ船が西北西進中、Ｂ船が東北東

進中、船長Ａが、Ｂ船と左舷を対して通過しようとして右転し、また、船

長Ｂが、Ａ船と右舷を対して通過できるものと思い込み、Ａ船の動きが理

解できず、針路及び速力を保持して航行したため、両船が衝突したことに

より発生したものと考えられる。 

 




